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【別冊１】



市民センターのあり方について 

 

１ 背景等 

・唐津市では、平成１７年１月及び平成１８年１月の１市６町２村による合併以降、

広域的な行政サービスを実現すべく、旧町村単位で支所を設置し、総合支所として

の機能を維持しながら行政運営を行ってきた。 

・そうした中、平成２５年度には、合併後１０年目を迎え、行財政改革を推進しなが

らも、今後一層深刻化する人口減少や少子高齢化による集落機能の低下、地域産業

の進行と雇用の確保、安全・安心なまちづくり等、本市が抱える様々な課題に取り

組んでいくために、地域住民にとって最も身近な存在である支所のあり方について

検討を開始し、平成２９年度に「市民センターのあり方について」基本方針等を策

定した（平成３０年度一部改訂）。 

・また、支所の体制については、合併当初の６課体制から始まって以降、組織を簡素

化するとともに地域性を発揮できる支所などを目指し、体制の見直しを適宜行って

きた。その結果、平成２１年度からは４課体制へと再編し、平成２７年度からは「支

所」を「市民センター」とし、３課体制とした。その後、令和元年度からは２課体

制へ、令和７年度からはグループ制へと体制の見直しを行ってきた。 

・令和７年度は、新市誕生から２０年という節目を迎え、人口減少や少子高齢化が進

行する中、令和７年度からスタートした第３次唐津市総合計画のめざすまちの姿や

５つの基本目標、持続可能な行財政運営といった基本姿勢のほか、第４次唐津市定

員管理計画等を踏まえ、唐津市を取り巻く社会情勢や行政需要の変化に柔軟に適応

し、様々な課題に対応できる組織機構へと見直しを進めるため、「今後の市民セン

ターのあり方」について再度検討を行うこととし、庁内組織である「唐津市市民セ

ンター機能のあり方庁内検討会議」や「唐津市公共施設再編推進委員会」などにお

いて検討を行った。 

 

２ 今後の市民センターのあり方についての検討結果 

市民センターのあり方について、基本方針としては以下のとおりとする。 

ただし、今回取りまとめた市民センターのあり方については、現時点での状況を勘

案したもので、今後、取り巻く状況が変化すれば検討する。 

【基本方針】 

１ 市民センターについては、現在の市民センター単位を基本とし、「窓口」、「本

庁等との連絡・調整」など、より住民に身近な行政サービスを提供する。 

 

２ 市民センター庁舎の基本的な考え方としては、公民館等との複合化とし、複合

化後の施設は、地域に密着した小規模多機能型の施設（コミュニティセンター

（仮称））とする。 

 

３ 上記２の複合化の検討にあたっては、地域の実情などを踏まえ、可能な限り、

隣接する市民センターとの業務の集約や市民センター庁舎の統合の検討・調整

を行う。 

-1-



 

  上記の基本方針に関する具体的内容は以下のとおりとする。 

 【具体的内容】 

１ 今後、各地域において人口減少、少子高齢化が進んでいく中、住民サービスの

維持に努めつつ、本庁、市民センター間で業務の集約化、連携強化を図り、効

率的な組織体制を整える。 

 

２ 上記１の業務の集約化等により、市民センターの主な業務は、次のとおりとす

る。 

 ①窓口業務（申請受付業務（福祉、農業などすべての業務に対応）、証明書発行

業務（住民票、戸籍など）、収納業務、相談業務など） 

 ②本庁等との連絡・調整業務（住民の相談を本庁につなぐ業務、各団体等との連

絡・調整業務、防災業務など） 

 

３ 市民センター間の連携だけでなく、公的団体（郵便局、ＪＡ、消防団、商工団

体、社会福祉協議会など）や民間団体等とも協力・連携することにより、地域

全体で地域を支え、発展させていける仕組みを構築する。 

 

４ コミュニティセンター（仮称）については、当該施設が地域コミュニティの核

としての役割を担うべく、地域住民が集まりやすい施設（市民センターと公民

館以外の機能を含む複合施設など）となるよう検討する。 

 

５ コミュニティセンター（仮称）内の唐津市職員（教育委員会事務局の職員等を

含む）の事務室は、当該施設の効率的な運営ができるよう、原則、１箇所に集

約する。 

 

 

３ 今後の予定 

上記の検討結果を今後の市民センターのあり方とし、「唐津市公共施設等総合管理

計画」及び「唐津市公共施設再配置計画」にも反映させるものとする。 

なお、実際に建替等を検討する際には、地元に庁舎改修等検討委員会等を設置し、

将来の地域の姿を見据え、地域コミュニティの核としての複合施設とするなどの具体

的な検討を進めていくこととする。 
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１ 今後の市民センターのあり方
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２ 基本方針等の改訂 ① 新旧対照表

２ 基本方針等の改訂 ② 新旧対照表

-4-



３ 公共施設等総合管理計画の改訂 新旧対照表

４ 公共施設再配置計画の改訂 ① 新旧対照表
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４ 公共施設再配置計画の改訂 ② 新旧対照表

４ 公共施設再配置計画の改訂 ③ 新旧対照表
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